
※広告の内容に関する一切の責任は
　広告主に帰属します

す
▽
新
し
い
割
引
制
度
に
つ
い
て

は
、
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
お
知

ら
せ
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　

多
野
藤
岡
広
域
市

町
村
圏
振
興
整
備
組
合（
☎
㉔
１

６
２
１
）

　

自
動
車
税(

種
別
割)

は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
自
動
車
の
所

有
者（
割
賦
販
売
の
場
合
は
使
用

者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

納
期
限　
５
月
31
日
㈬

納
税
で
き
る
場
所　

県
内
金
融
機

関
・「
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」

対
応
の
全
国
の
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・

行
政
県
税
事
務
所
・
自
動
車
税
事

務
所
・
ペ
イ
ジ
ー
対
応
の
Ａ
Ｔ

Ｍ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

そ
の
他　

▽「
地
方
税
お
支
払
サ

イ
ト
」を
利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
納
税
で
き
る
ほ
か
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ｢

Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ（
ラ
イ
ン
ペ
イ
）｣・

｢

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ（
ペ
イ
ペ
イ
）｣

を
利
用
し
て
納
税
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
▽
自
動
車
を
譲
り
受
け
る

場
合
に
は
納
税
証
明
書
も
一
緒
に

受
け
取
り
ま
し
ょ
う

問
い
合
わ
せ　

藤
岡
行
政
県
税
事

務
所（
☎
㉒
１
４
４
２
）・
群
馬

県
自
動
車
税
事
務
所（
☎
０
２
７・

２
６
３
・
４
３
４
３
）

　

鳥
獣
に
よ
る
農
林
産
物
の
被
害

を
防
止
す
る
た
め
、
農
地
に
設
置

す
る
電
気
柵
な
ど
の
購
入
費
用
を

補
助
し
ま
す
。

対
象　

電
気
柵
な
ど
の
購
入
費
用

（
材
料
費
の
み
）で
２
万
円
以
上

の
物

※
宅
地
内
の
家
庭
菜
園
は
対
象
外

補
助
金
額　

購
入
費
の
２
分
の
１

以
内（
上
限
５
万
円
）

問
い
合
わ
せ　

農
政
課（
☎
40
２

３
０
４
）

　

藤
岡
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に

関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
資
産
等

報
告
書
な
ど
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

閲
覧
開
始
日　
５
月
11
日
㈭

閲
覧
日
時　

平
日
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分（
正
午
〜
午

後
１
時
は
除
く
）

閲
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ　

総
務

課（
☎
40
２
２
２
７
）

　

藤
岡
都
市
計
画
火
葬
場（
藤
岡

市
火
葬
場
）の
都
市
計
画
事
業
認

可
を
３
月
17
日
付
け
で
受
け
ま
し

た
の
で
、
関
係
図
書
の
写
し
を
縦

覧
し
ま
す
。

縦
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ　

市
民

課（
☎
40
２
２
５
６
）

　

多
野
藤
岡
地
域
代
替
バ
ス
奥
多

野
線（
か
ん
な
が
わ
号
）で
利
用

で
き
る「
群
馬
県
共
通
バ
ス
カ
ー

ド（
ぐ
ん
ネ
ッ
ト
）」、「
敬
老

バ
ス
カ
ー
ド
」は
、
販
売
お
よ
び

使
用
が
終
了
と
な
り
ま
す
。

販
売
終
了
日　
７
月
31
日
㈪

使
用
終
了
日　

令
和
６
年
１
月
31

日
㈬

そ
の
他　

▽
８
月
１
日
㈫
か
ら
回

数
券
の
販
売
・
利
用
を
開
始
し
ま

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します

　スマートフォン用無料アプリ
「マチイロ」を導入しています。
お使いのスマホから「いつでも」・
「どこでも」・「無料」で広報ふじお
かを読めます。

に
そ
の
身
体
な
ど
に
障
害
の
あ
る

人
の
通
学
、
通
院
、
通
所
な
ど
の

た
め
に
生
計
を
一
に
す
る
人
が
運

転
す
る
物
▽
身
体
な
ど
に
障
害
の

あ
る
人
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

の
所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど
で
、

主
に
そ
の
身
体
な
ど
に
障
害
の
あ

る
人
を
常
時
介
護
す
る
人
が
運
転

す
る
物
▽
軽
自
動
車
な
ど
の
構
造

が
、
主
に
身
体
に
障
害
の
あ
る
人

が
利
用
す
る
た
め
の
物

申
請
に
必
要
な
物　

▽
身
体
障
害

者（
戦
傷
病
者
）手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
お
よ
び
自
立

支
援
医
療
受
給
者
証（
精
神
通
院

医
療
に
限
る
）、
療
育
手
帳
な
ど

▽
運
転
免
許
証
▽
自
動
車
検
査
証

▽
納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通

知
カ
ー
ド
▽
納
税
通
知
書
▽
市
福

祉
課
で
発
行
す
る
生
計
同
一
証
明

書（
障
害
の
あ
る
人
と
世
帯
が
別

の
場
合
）▽
市
福
祉
課
で
発
行
す

る
常
時
介
護
証
明
書（
該
当
者
の

み
）▽
構
造
と
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
写
真
、
仕
様
書
な
ど（
該

当
者
の
み
）

そ
の
他　
▽
障
害
の
区
分
や
等
級
・

軽
自
動
車
の
区
分
に
よ
っ
て
減
免

に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
▽

普
通
自
動
車
の
減
免
を
受
け
て
い

る
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
▽
減

免
は
納
税
義
務
者
１
人
に
つ
き
１

台
ま
で
で
す

申
請
・
問
い
合
わ
せ　

納
税
通
知

書
の
納
期
限
ま
で
に
税
務
課（
☎

40
２
８
０
３
）ま
た
は
鬼
石
振
興

課（
☎
52
３
１
１
１
）へ

　

夏
季
の
節
電
に
つ
な
が
る
、
ア

サ
ガ
オ
な
ど
の
つ
る
性
の
植
物
で

壁
や
窓
を
覆
う「
緑
の
カ
ー
テ
ン
」

を
普
及
促
進
す
る
た
め
、
自
宅
で

緑
の
カ
ー
テ
ン
を
作
る
た
め
の
袋

入
り
ア
サ
ガ
オ
の
種
を
無
料
で
配
布

し
ま
す
。

配
布
期
間　
５
月
15
日
㈪
か
ら
配

布
予
定
数
が
終
了
す
る
ま
で

配
布
場
所　

市
役
所
・
各
地
域
づ

く
り
セ
ン
タ
ー（
８
カ
所
）・
総

合
学
習
セ
ン
タ
ー
・
図
書
館

配
布
数　

２
０
０
０
袋

問
い
合
わ
せ　

環
境
課（
☎
40
２

２
６
４
）

対
象
車
両　

▽
身
体
な
ど
に
障
害

の
あ
る
人
、
ま
た
は
そ
の
人
と
生

計
を
一
に
す
る
人
が
所
有
す
る
軽

自
動
車
な
ど
で
①
身
体
な
ど
に
障

害
の
あ
る
人
が
運
転
す
る
物
②
主

手話をやってみよう（第50回）
　手話は音声言語と異なり、手指や体の動き、
表情を使って視覚的に表現する言語です。
　手話が身近な言語となるよう、皆さんもやっ
てみましょう。
　今月は「ゴールデンウイーク」を紹介します。

【ゴールデンウイーク】

左手の人差し指と親
指でＣを作り、親指
に曲げた右手の人差
し指の先をのせる

左手は残して、右手
の人差し指・中指・薬
指を３本立てて、Ｗ
を作る

利用方法は
こちら

問い合わせ　秘書課（☎402208）

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

健
康
福
祉

そ
の
他

講
座
・
教
室

募　

集

ス
ポ
ー
ツ

そ
の
他

電
気
柵
な
ど
の
購
入
費
補
助

市
長
の
資
産
等
の
公
開

都
市
計
画
事
業
認
可
に
係
る

図
書
の
写
し
の
縦
覧

バ
ス
カ
ー
ド
販
売
終
了
の

お
知
ら
せ

緑
の
カ
ー
テ
ン
用
ア
サ
ガ
オ
の

種
を
無
料
配
布
し
ま
す

障
害
の
あ
る
人
の
た
め
の

軽
自
動
車
税
減
免
制
度

自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う

広報ふじおか　令和５年５月１日号広報ふじおか　令和５年５月１日号9 8

■運動の重点項目  
 こどもを始めとする歩行者の安全の確保 
▷信号待ちをするときは、車道から離れた歩道
の端など、より安全な場所で待ちましょう
▷夕暮れ時や夜間は「車から見えにくい」ことを
意識し、外出時は反射材や明るく目立つ色の服
などを着用しましょう
横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上  
▷交通ルールを守り、歩行者や他の車両に対す
る「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運
転に努めましょう

■年間スローガン 急いでる 焦る気持ちが 事故を呼ぶ
■サブスローガン　あんぜんは いのちをまもる だい一歩

▷短い距離の運転でも、シートベルトを必ず着
用しましょう
自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底  
▷群馬県交通安全条例に基づき、自転車保険に
加入するとともに、乗車用ヘルメットの着用に
努めましょう
▷自転車事故の危険性や正しい通行方法などに
ついて話し合い、乗車時は交通ルールを守りま
しょう
問い合わせ　地域安全課（☎402245）

　春の全国交通安全運動を実施します。ルールを守って、思いやり運転で交
通事故を防ぎましょう。

春の全国交通安全運動春の全国交通安全運動 ５月11日㈭～
５月20日㈯


